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退職後に以下の方法でお手続きください。 

１ 提 出 先  大阪市職員共済組合 （共済組合の案内は最後にあります） 

２ 申 出 期 間  令和５年 10月２日（月）から令和５年１０月 19日（木） 

３ 掛金納付期限 令和５年１０月 19日（木） 

４ 申 出 方 法  郵送でお手続きいただく《郵送申出》と、共済組合の窓口に直接

お越しいただく《窓口申出》の２つの方法があります。 

５ 必要書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《郵送申出》は①～③の必要書類等を共済組合へ送付してください。 

 

６ 「任意継続掛金」の納付 指定金融機関（りそな・三菱 UFJ・三井住友・みず 

ほ銀行）の窓口で納付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１０万円を超える振込の場合、顔写真付本人確認書類が必要です。 

① ・「任意継続組合員資格取得申出書」 

② 

・本人確認書類等 

（運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・年金手帳等） 

《郵送申出》 

組合員の本人確認書類（写し） 

《窓口申出》 

お越しになる方の本人確認書類 （原本を窓口で提示してください。） 

※代理人が持参する場合は、あわせて次の ab いずれかをお持ちくだ

さい。 

 

 

③ 組合員証及び被扶養者証等（未返却の方のみ） 

《郵送申出》 

共済組合にて郵送で受付した書類等

の確認後、納付書をご自宅へ送付し

ますので、お近くの指定金融機関の

窓口で納付してください。 

 

《窓口申出》 

窓口で納付書を発行しますので、市役

所内の指定金融機関等で納付してく

ださい。 

※６カ月分又は１２カ月分の一括前

納を希望される場合は、一括前納分の

金額が必要です。 

任意継続の手続き方法 

a組合員との続柄が確認できるもの（住民票等）の原本 

b「委任状」 
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 ７ 「任意継続組合員証等」の交付 

【郵送交付】と【窓口交付】の２つの方法があります。 

◆ 《郵送申出》の場合、納付期限の令和５年１０月１９日（木）間近に申出をさ

れると、納付が間に合わなくなる可能性がありますので、あらかじめ日数に余

裕を持って、お早めにお手続きください。お手続きが届出期限間近になる場合

は《郵送申出》ではなく《窓口申出》にてお手続きください。 

◆ 《窓口申出》の場合で、当日中に「任意継続組合証等」の交付を受けたい方は、

指定金融機関窓口での入金に間に合うよう時間に余裕を持って、お越しくださ

い。（共済組合の窓口で直接掛金の収納を行うことはできません。） 

◆ 令和５年１０月２日（月）から１０月１９日（木）は窓口が大変込み合うこと

が予想されます。混雑緩和、待ち時間短縮のため郵送による申出並びに組合員

証等の郵送交付にご協力ください。 

 

 

《郵送申出》 

送付先住所 

 

【郵送交付】 

掛金の納付書と合わせて送付する「任意継続組合

員証等郵送交付申出書」に組合員証等郵送用の切

手を添えて当共済組合へ送付してください。指定

金融機関から当共済組合への報告により掛金の納

付が確認でき次第、ご自宅へ簡易書留にて任意継

続組合員証等を送付します。 

《窓口申出》をする方で郵送希望される場合は、

申出のときに送料分の切手を持参してください。 

（参考）送料の切手代金の目安※令和 5 年 10 月 1 日現在 

被扶養者の人数 切手代金 

なし（本人のみ） 4３4円 

1～2人 4３4円 

3～７人 4４4円 
 

【窓口交付】 

窓口にて 

「掛金納付済領収証書」

と「本人確認書類（※）」

を提示してください。 

任意継続組合員証等を作

成し交付します。 

 

※５ 必要書類等参照 

〒５３０―８２１０ 

大阪市北区中之島 1－3－20 大阪市役所本庁舎４階 

大阪市職員共済組合 保健医療係 行 

（郵送の際は切り離してご利用ください。） 
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○大阪市職員共済組合ホームページ 

http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/ 

 

○大阪市職員共済組合 保健医療係 

電話番号  06-6208-7591、7592、7593 

月曜日から金曜日までの 9時から 17時 30分まで（12時 15分～13時を除く） 

（祝日、振替休日及び 12月 29日から翌年 1月 3日までを除く。） 

所在地：大阪市北区中之島 1－3－20 大阪市役所本庁舎４階 

 

共
済
組
合 

大阪市役所本庁舎 
Osaka Metro 御堂筋線・京阪電車京阪本線「淀屋橋」駅
下車すぐ（1番出口） 
京阪電車中之島線「大江橋」駅下車すぐ（6番出口） 

 

総務局内⑪番窓口 

ホームページも 

ご参照ください。 

申請用紙のダウンロ

ードができます。 

４階フロア図 

http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/

